
令和３年３月２４日 

柏小保護者の皆様へ 

帯広市立柏小学校 

PTA会長 林 泰広 

柏小学校 PTA組織改革に伴う臨時総会Web採決の結果について 

 

 過日行われました PTA臨時総会にご協力いただき誠にありがとうございます。次の結果

通り，承認多数をもって会則改正することをご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ↓ 次の通り修正し，４月の総会で提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の予定】 

  ４月上旬  役員会開催（令和３年度の PTA活動について審議） 

  ４月下旬  令和３年度 PTA総会（対面式か書面開催かはコロナウイルス感染症の情勢による） 

・平成３１（令和元）年度事業報告 ・令和２年度事業報告 

・令和２年度決算報告       ・令和３年度事業計画案 

・令和３年度予算案        ・役員改選 

  ５月～   各ボランティアを募集し活動開始 

 

 

承認します 273 83.5% 

承認しません 3 0.9% 

未回答・一任 51 15.6% 

〈 ご意見をいただきました 〉 

組織改革に向けての細やかなご準備を感謝します。議案には

全て賛成です。3号議案の会則改正について 2点。 

・第 11条の第１項、「並」にも削除線。 

・第 12 条１行目、「三役役員」とありますが、「三役」につ

いての定義が見当たらないようです。「三役」が第 5 条の役

員のうちのいずれの役員なのかの定義が必要に思います。 

第 11条  総会は次の事項を審議する。 

      １．会長・副会長・監査委員並びに各委員長の選出 

      ２．決算並びに事業報告                  ３．予算並びに事業計画 

      ４．会則の変更                          ５．その他重要事項 

    （役員評議員会） 

第 12条  役員評議員会は必要に応じ会長が召集し，会長・副会長・監査で構成し，中間決議機関として

次の事項を審議し，総会に対して責任を負う。 

これから目指す

柏 PTAの姿 

〇会員のストレスフリーな参加 

〇お財布に優しい会費 

〇持続可能な活動 

〇会議の負担軽減 

〇子どもの安全はみんなで守る 

〇子どもも大人も楽しもう 

一人一人のボランティ

アを集結させ，柏 PTA

の目指す姿を実現させ

ましょう！ 


